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宋
代
ヽ
の
三
泉
聶
に

四

就

　

唐
代
府
兵
制
度
が
崩
壊
し
て
兵
槌
が
地
方
に
分
散
し
、
節
度
″

使
が
各
地
に
割
嫁
し
て
勢
力
を
相
筝
ふ
様
に
な
る
と
、
こ
れ
ま

で
中
央
政
府
に
直
島
し
て
ゐ
た
州
を
数
州
或
は
十
数
州
、
自
己

に
隷
属
せ
し
め
、
そ
の
兵
馬
の
腹
、
民
政
、
財
政
槌
を
も
す

て
掌
握
す
る
に
至

　
　
　

匂

或
は
属
郡
ご

こ
の
節
度
使
に
隷
鳥
せ
る
州
が
支

郡①べ

柳
や
ら
れ
た
。
例
へ
ば
か
。
の
有
名
な

る
河
北
三
銀
の
Ｉ
な
る
魏
博
節
度
使
は
魏
州
に
治
し
て
ゐ
た
防

禦
使
を
代
宗
の
旅
徳
元
年
に
陸
せ
て
節
度
使
と
し
た
の
で
あ
る

が
・
、
支
郡
と
し
て
魏
・
博
・
旗
・
漬
・
徳
州
の
五
州
を
領
有
し
て
ゐ

④た
。
唐
末
に
な
る
と
節
度
使
の
数
が
次
第
に
檜
加
し
、
そ
れ
に

従
っ
て
支
郡
の
散
も
多
く
な
り
、
中
央
政
府
に
垢
す
る
州
が
な

く
な
り
、
遂
に
五
代
の
分
裂
を
来
し
た
。
そ
こ
で
宋
の
大
組
が

い｀

て

佐

　
　
　

伯

富

天
下
を
統
一
す
る
と
、
中
央
集
腹
を
行
ひ
、
節
度
使
の
三
歳
を

奪
ふ
と
共
に
、
そ
の
領
有
す
る
支
郡
を
全
部
中
央
政
府
に
隷
属

せ
し
め
、
天
子
任
命
の
韓
運
使
を
し
て
そ
の
事
務
を
管
領
せ
し

　
　
　

④

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

め
ん
と
し
、
次
の
太
宗
の
時
代
に
略
よ
目
的
を
煌
し
た
。
こ
Ｘ

に
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
三
泉
籐
（
今
映
西
寧
莞
額
治
）
も
乾

徳
五
年
（
西
紀
九
六
七
）
に
京
師
に
直
隷
甘
し
め
ら
れ
匹
の
で

あ
る
。

　

一
腰
近
世
支
那
に
於
て
は
、
地
方
統
治
形
態
と
し
て
は
、
儒

が
額
に
隷
し
、
額
が
州
に
易
し
、
州
が
中
央
に
直
腸
す
る
の
が

一
般
の
た
て
ま
へ
で
あ
る
が
、
何
故
に
こ
の
三
泉
額
は
例
外
と

　
　
　
　
　
　
　

⑧

し
て
他
の
一
二
の
額
と
共
に
額
を
以
て
中
央
に
直
感
せ
し
め
ら

れ
た
の
で
あ
る
か
、
そ
の
間
の
事
情
を
究
め
よ
う
と
す
る
の
が

こ
の
小
篇
の
目
的
で
あ
る
。

-
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四

　

王
明
清
の
揮
塵
前
録
岳
四
に
は
三
泉
邸
の
中
央
政
府
直
属
に

開
す
る
事
情
を
次
の
や
う
に
説
明
し
て
ゐ
る
。

　

太
組
皇
帝
立
極
の
初
、
所
司
未
だ
下
ら
挙
。
益
州
三
泉
涯
令

　

間
道
よ
り
騎
を
馳
せ
表
を
庸
し
、
卒
先
し
て
間
下
に
至
る
。

　

上
大
い
に
喜
び
、
蜀
を
平
ら
ぐ
る
の
後
、
詔
し
て
三
泉
涯
を

　

し
て
州
郡
に
隷
せ
し
め
す
、
賀
慶
に
遇
へ
ば
表
章
を
腿
し
て

　

貞
ち
に
楊
前
に
達
す
る
を
許
す
。
今
に
至
る
ま
で
甲
令
と
な

　

す
。
（
中
略
）
紹
興
の
初
、
四
川
制
司
建
言
し
て
涯
を
陸
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

　

軍
と
な
し
、
岨
宗
の
指
を
失
す
。

　

王
明
清
に
よ
れ
ば
三
泉
涯
中
央
直
属
は
大
組
征
蜀
の
折
、
三

泉
新
令
が
傘
洗
し
て
表
を
斎
し
、
征
蜀
戦
捷
の
端
緒
を
開
い
た

功
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
功
を
永
久
に
記
念
す
る
た
め
に
涯
を

以
て
中
央
に
直
属
せ
し
め
、
州
と
同
等
の
取
扱
ひ
を
受
け
る
こ

と
を
聴
許
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
三
泉
涯
を
毘
せ
て
軍
と
な
す

こ
と
は
祖
宗
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
果

し
て
然
り
や
否
や
。

　

抑
よ
宋
代
に
於
て
、
涯
を
以
て
中
央
政
府
に
直
悪
せ
し
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

れ
た
も
の
は
三
泉
涯
の
外
に
興
元
府
の
所
涯
（
敗
城
は
今
時
所

鴻
照
の
酉
四
十
里
に
あ
る
。
三
泉
螺
よ
り
二
年
前
の
乾
徳
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顎

に
中
央
に
直
腸
せ
し
め
ら
れ
た
）
と
刻
州
剣
門
螺
（
敗
滅
は
今

四
川
剣
閣
照
の
東
北
六
十
里
に
あ
る
。
三
泉
頴
よ
旦
二
１
　
　
ト
九
年

後
、
真
宗
の
景
徳
三
年
に
中
央
に
直
属
せ
し
め
ら
れ
た
）
と
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
懸
が
何
れ
か
皆
軍
功
に
よ
っ
て
中
央
に
直

属
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
ふ
事
賓
を
文
献
は
示
し
て
居
な
い
。
叉

そ
の
様
な
事
賓
が
あ
っ
た
と
も
考
へ
ら
れ
た
い
。
然
ら
ば
何
故

に
こ
の
三
螺
の
み
が
州
と
同
じ
く
中
央
政
府
に
直
易
せ
し
め
ら

れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
ら
の
三
螺
が
何
れ
も
長
安
よ
り
池

中
を
経
て
四
川
成
都
に
至
る
交
通
の
幹
線
上
の
要
衝
を
占
め
て

ゐ
る
こ
と
ば
特
に
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
三
懸
が
地
理
上
、
軍

事
上
に
有
す
る
位
置
並
に
蜀
の
占
む
る
軍
事
的
経
商
的
地
位
を

歴
史
的
に
究
明
す
る
こ
と
に
よ
り
て
そ
の
理
由
は
自
ら
明
白
に

な
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　

三

　

先
づ
こ
れ
ら
の
三
邸
の
地
理
上
軍
略
的
に
有
す
る
地
位
を
考

へ
る
た
め
に
は
、
更
に
一
歩
進
め
て
南
中
の
軍
事
的
に
有
す
る

地
位
を
考
察
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
古
来
開
中
を
占
領
す
る
者

は
天
下
に
競
令
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
へ
ら
昨
、
會
祭
ま
た
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秦
か
ら
唐
ま
で
天
下
を
統
一
し
た
國
家
は
概
ね
長
安
も
し
く
は

そ
の
附
近
に
都
を
貧
め
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
。
開
中
を
消
極
的
に

防
禦
し
う
る
だ
け
で
は
天
下
に
琥
令
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

積
極
的
に
中
原
を
攻
略
す
べ
き
要
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
絹
對

に
必
要
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
漢
中
が
昔
か
ら
重
地
と
せ
ら
れ

　
　

。
⑩

て
ゐ
る
心
そ
れ
は
池
中
ぽ
北
は
眼
中
を
俯
瞰
し
、
南
は
巴
蜀
を

蔽
ひ
、
東
は
襄
鄙
に
逢
し
、
西
は
秦
朧
を
控
し
、
漢
水
に
乗
じ

て
一
箪
に
し
て
経
済
的
政
治
的
の
一
中
心
た
る
所
謂
東
南
地
方

を
衝
く
こ
と
が
出
来
る
の
み
な
ら
す
、
又
尨
臍
的
賓
庫
た
る
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

心

蜀
を
も
そ
の
傘
下
に
牧
・
め
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

’
・

　

春
秋
戦
國
時
代
楚
が
天
下
に
覇
を
唱
ヘ
・
た
の
は
漢
中
を
確
保

　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

し
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
り
、
叉
楚
の
覇
朧
が
失
墜
し
て
之
に
代
っ

て
秦
が
天
下
に
覇
を
唱
へ
る
基
礎
を
築
い
た
の
も
秦
の
恵
文
王

が
張
儀
の
計
を
用
ぴ
、
漢
中
を
攻
略
し
て
こ
ｘ
に
漢
中
郡
を
置

　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’
ヽ

い
た
こ
に
起
因
す
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
蕭
何
も
漢
の

劉
邦
に
勧
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｊ

　

大
王
願
は
く
は
漢
中
に
王
と
な
り
、
巴
蜀
を
収
用
し
、
ま
た

　

三
秦
を
定
む
れ
ば
天
下
圖
る
べ
ぎ
な

袖
０
　

と
言
っ
て
居
る
。

　

近
く
は
王
船
山
も
漢
中
、
蜀
の
軍
事
的
に
重
要
壽
る
こ
と
を

述
べ
て
、

　

昭
烈
、
漢
中
を
有
し
て
曹
仁
乃
ち
御
き
、
劉
宏
、
襄
１
　
漢
に

　

鎮
し
て
榔
琢
乃
ち
興
る
。
（
中
略
）
張
浚
、
荊
襄
を
督
し
、
二

　

呉
、
秦
誰
を
苧
う
て
女
其
そ
の
南
窺
を
息
む
。
（
中
略
）
宋
ぽ

　

孟
昶
を
俘
に
し
高
季
興
を
下
す
。
南
唐
の
滅
ぶ
る
は
枯
〔
木
〕

　

を
擢
く
よ
り
も
易
し
。
是
を
以
て
之
を
験
す
る
に
、
江
東
の

　

瞼
は
楚
に
あ
り
。
楚
の
瞼
は
注
と
漢
と
の
上
流
に
あ
り
。
大

　

江
を
侍
む
者
は
侍
む
所
に
非
ず
。
上
流
を
棄
つ
Ｉ
る
者
は
そ
の

　

依
る
所
を
棄
つ
る
な
り
。
得
失
の
櫃
、
未
だ
こ
れ
よ
り
爽

　

な
る
者
あ
ら
ざ
る
な
り
ａ
蓋
し
呉
越
は
委
な
り
・
江
漢
の
上

　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　

／

　

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
た

　
　

3
9

　

流
は
源
な
り
。
攻
む
る
者
を
以
て
言
へ
ば
、
源
よ
り
委
に
輸

　
　

一

と
言
つ
て
ゐ
る

　

か
や
う
に
漢
申
は
歴
史
上
、
軍
事
的
に
重
要
膏
る
位
置
を
占

め
て
ゐ
る
の
で
天
下
を
争
ふ
者
は
必
ず
漢
申
を
苧
つ
て
ゐ
る
。

　

然
ら
ば
上
述
の
三
懸
は
漢
申
に
於
て
い
か
な
る
地
位
を
占
め

る
も
の
で
あ
る
か
。
ど
の
問
題
を
考
へ
る
に
は
更
に
漢
申
と
開

中
、
及
び
巴
蜀
と
の
交
通
路
に
つ
い
て
ご
言
し
Ｖ
４
ｉ
か
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

ｒ逆

　

る

）な

　

は

こ

　

り

　

順

ｊ

　

°な

５云○り
ｏ

　

云

　

゜

　　

゜そ

　　　　

の

　　　　

源

　　　　

を

　　　　

得

　　　　

寸

　　　　

し

　　　　

て

　　　　

と

　　　　

れ

　　　　

を

　　　　

委

　　　　

に

　　　　

求

　　　　

む

　　　　

る

　　　　

は
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四

　

開
中
よ
り
隋
中
に
出
る
に
は
束
に
は
子
午
道
が
あ
る
。

北
口
を
子
と
い
ひ
、
西
安
府
の
南
百
支
里
に
あ
る
。
南
口

を
午
と
い
ひ
、
洋
部
の
東
百
六
十
支
里
に
あ
る
。
谷
の
長

さ
は
六
百
六
十
支
里
に
亙
る
と
い
心
。
そ
の
西
に
は
倫
駱

道
（
駱
谷
道
）
が
あ
る
。
北
口
を
駱
と
い
ひ
西
安
府
塾
田
部

の
西
南
百
二
１
　
支
里
に
あ
る
。
南
口
を
偉
と
い
ひ
、
洋
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

の
北
三
十
支
里
に
あ
る
。
全
長
は
四
百
二
十
丸
首
。
最
も

西
に
あ
る
の
が
有
名
な
る
褒
斜
道
で
あ
る
。
北
口
を
斜
と

い
ひ
、
鳳
翔
府
鄙
額
の
西
南
三
十
支
里
に
あ
る
。
南
口
を

褒
と
い
ひ
褒
城
邸
の
北
十
支
里
に
あ
る
。
全
長
四
百
七
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

中
と
漢
中
を
つ
な
ぐ
交
通
路
は
こ
の
三
線
を
数
へ
る
こ
と

が
出
来
る
が
、
最
も
多
く
利
用
せ
ら
れ
た
の
は
こ
の
褒
斜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

道
で
あ
・
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。

　

次
に
漢
中
か
ら
蜀
に
出
る
に
は
凡
そ
二
線
が
あ
る
。
印

ち
米
倉
道
と
金
牛
道
（
石
牛
道
）
と
で
あ
る
。
前
者
は
南
鄭
よ
り

　
　

米
倉
山
を
越
え
て
巴
州
に
通
す
る
交
通
路
で
あ
り
、
後
者
は
汚

40
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邸
よ
り
西
南
し
て
創
州
に
至
る
幹
線
で
あ
り
、
こ
れ
が
南
襖
で

　

⑩
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
西
南
に
進
め
ば
六
百
三
十
支
里
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

四
川
の
巾
に
心
鄙
成
都
に
達
す
る
。
金
牛
道
は
秦
の
恵
王
征
蜀
の

道
で
あ
.
s
ｓ
｡
、
秦
よ
り
以
後
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

　
　

⑩

の
道
を
取
り
、
入
蜀
の
正
道
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

開
中
の
長
安
よ
ｂ
四
川
の
成
都
に
通
す
る
最
も
重
要
た
る
交

通
の
幹
線
は
£
述
の
況
明
に
よ
り
て
分
る
や
う
に
褒
斜
。
道
（
北

桟
）
と
金
牛
蕎
南
桟
）
と
心
あ
る
・
こ
の
交
通
路
が
古
来
枝
道

と
柳
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

晦

秦｀

　
　
　
　
　
　

五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　

こ
ｘ
に
問
題
に
し
１
　
う
と
す
る
西
部
、
三
泉
部
、
創
門
部
の

三
懸
は
宋
代
交
通
の
幹
線
た
る
桟
道
の
上
に
設
置
せ
ら
れ
た
部

で
、
開
中
の
中
心
長
安
よ
り
四
川
の
成
都
に
至
る
道
程
上
の
要

衝
で
あ
る
。
殊
に
三
泉
部
は
宋
代
、
掟
州
路
、
梓
州
路
、
利
州

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

路
、
參
州
路
、
即
ち
浹
中
、
四
川
の
衝
に
富
り
四
川
の
咽
喉
を

　
　

⑩

捉
。
し
、
古
来
要
害
の
地
と
し
て
有
名
で
あ
『
る
。
一
兵
衝
に
就
け

ば
萬
卒
に
富
る
と
い
ふ
の
が
こ
の
處
で
あ
に

Ｊ

さ
れ
ば
こ
の
三

泉
部
を
占
領
し
う
る
や
否
や
は
四
川
を
掌
中
に
収
め
う
る
や
否

や
と
い
ふ
重
大
な
る
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
丿
五
代
後
唐
の
荘
宗

　

が
五
代
を
通
ピ
て
只
一
度
だ
け
蜀
に
入
る
こ
と
が
出
来
た
が
、

　

こ
れ
玉
二
泉
邸
を
占
領
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
達
成
す
る

　

こ
と
を
得
た
の
で
あ
昶
。
叉
蒙
古
軍
が
南
宋
箪
を
ま
た
ｘ
く
う

　

ち
に
撃
破
し
て
そ
の
領
土
を
席
巷
し
た
が
、
そ
れ
は
軍
略
的
に

　

考
ふ
れ
ぱ
揚
子
江
の
上
流
地
方
漢
申
、
蜀
を
先
づ
占
領
し
た
か

　

ら
で
あ
る
。
蜀
を
占
領
し
得
た
の
も
蜀
口
三
泉
瓢
を
陥
落
す
る

　

こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
蒙
古
軍
は
潮
の
如
く
長
躯
し
て
四
川
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

〈
占
領
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
四
川
を
攻
略
す
る
た
め
に
は
南
中

　

殊
良
二
泉
懸
を
陥
れ
て
支
配
下
に
置
く
こ
と
が
絶
對
に
必
要
で

　

あ
る
如
く
、
逆
に
四
川
を
固
守
す
る
た
め
に
は
漢
中
を
死
守
す

　

る
こ
と
が
絶
對
的
要
件
で
あ
る
。
蜀
南
の
先
主
と
災
の
孫
槌
と

　

が
相
季
っ
て
ゐ
る
間
に
魏
の
曹
操
が
虚
を
衝
い
て
南
申
に
攻
め

　

入
っ
た
時
、
巴
西
の
黄
後
は
先
主
に
進
言
し
て

　
　

若
し
漢
中
を
失
す
れ
ば
、
則
ち
三
巴
振
は
挙
。
此
蜀
人
の
股

　
　

瞥
を
割
く
も
の
な
り
。

　

と
諌
め
た
の
で
、
逡
に
先
主
は
災
の
孫
後
と
和
議
を
結
ん
で
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　

意
魏
に
営
っ
て
ゐ
る
。
又
楊
洪
は
曹
操
の
南
中
侵
入
の
際
、
軍

　

師
諸
葛
亮
の
策
戦
に
對
へ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　

漢
申
は
蜀
の
咽
喉
、
存
亡
の
機
な
り
。
若
し
漢
中
な
け
れ
ば

　
　

則
ち
蜀
な
し
。
此
れ
家
門
の
鍋
。
男
子
は
ま
さ
に
戦
ふ
ぺ
し
。

-
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女
子
は
ま
さ
に
（
軍
糧
）
を
運
ぶ
べ
し
。
兵
を
登
す
る
に
何
の

　
　
　
　
　
　

図

　

疑
ひ
か
あ
ら
ん
。
。

と
言
っ
た
。
遂
に
こ
の
言
に
よ
っ
て
蜀
は
再
び
漢
中
を
定
め
る

こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
漢
中
は
四
川
の
死
命
を

制
す
る
重
要
な
る
地
鮎
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
三
泉
新
は
池
中

と
四
川
と
を
つ
な
ぐ
交
通
の
幹
線
上
の
要
地
を
占
め
て
ゐ
る
の

で
、
殊
に
軍
事
上
重
要
た
る
地
位
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
。
三
泉

邸
の
知
螺
に
特
に
有
能
な
る
者
を
任
命
し
た
の
も
こ
の
た
め
で

　

⑩
あ
る
。
さ
れ
ば
女
貧
軍
が
再
三
四
川
に
侵
入
せ
ん
と
試
み
て
ゐ

ｓ
が
、
宋
側
で
は
た
と
ひ
第
一
線
の
洋
州
、
興
元
府
等
め
要
衝

を
放
棄
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
最
後
の
要
害
、
三
泉
新
だ
け

は
最
後
ま
で
喰
ぴ
止
め
て
ゐ
９
　
女
貧
家
は
遂
に
一
歩
も
蜀
に

は
侵
入
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
又
女
貧
は
南
宋

を
亡
ぼ
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

か
や
う
に
三
泉
新
は
天
下
の
要
害
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
。

宋
の
太
組
も
蜀
を
征
服
す
る
た
め
に
旨
是
非
三
泉
新
を
手
に
入

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
蜀
王
仝
斌
を
西
川
行
警
鳳
州
路
都
部

署
に
但
じ
、
そ
の
部
将
崔
彦
進
を
し
て
三
泉
新
を
攻
略
せ
し
め

　

匈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

た
。
そ
の
時
三
泉
籐
令
が
間
道
よ
り
宋
家
に
内
庶
し
た
の
で
、

蜀
も
容
易
に
平
定
し
た
。
そ
乃
功
に
よ
っ
て
一
二
良
識
七
剔
と
司

じ
賓
格
で
中
央
に
直
属
せ
し
め
た
と
い
ふ
の
が
王
明
清
の
説
で

あ
る
。
併
し
只
輦
に
か
ｘ
る
理
由
か
ら
三
泉
経
が
中
央
政
府
に

直
属
せ
し
め
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
緯
々
た
る
こ
れ
ま
で
の

説
明
は
無
駄
で
あ
る
。
三
泉
絲
の
交
通
上
、
軍
事
上
に
於
け
る

地
位
を
考
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
そ
の
間
の
事
情
が
把
握

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　

抑
よ
宋
代
の
軍
除
は
禁
車
と
廂
軍
と
に
分
れ
て
ゐ
る
が
、
廂

軍
と
’
い
ふ
の
は
軍
陣
と
い
ふ
ょ
り
も
む
し
ろ
人
夫
と
い
ふ
性
質

の
も
の
で
あ
る
。
賓
際
’
の
軍
除
は
禁
軍
即
ち
近
衛
兵
で
、
゛
こ
れ

は
主
と
し
て
郡
の
天
子
の
膝
下
に
集
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
連
境

も
し
く
は
須
要
な
る
地
方
に
必
要
に
庶
じ
て
派
遣
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
軍
除
の
駐
屯
す
る
の
は
み
な
州
或
は
軍
に
限
ら
れ
て

ゐ
る
。
然
る
に
こ
ｘ
に
問
題
に
し
た
三
泉
邸
は
交
通
上
、
軍
事

上
の
要
衝
た
る
に
よ
っ
て
邸
で
あ
力
な
が
ら
軍
隊
が
駐
屯
し
て

ゐ
た
。
・
か
ｘ
る
開
係
か
ら
三
泉
邸
は
邸
に
し
て
州
と
同
じ
取
扱

ひ
を
う
け
て
朝
廷
に
直
属
せ
し
め
ｙ
。
れ
た
の
で
あ
る
・

太
平
宣
宇
記
巻
百
三
十
三
、
三
泉
懸
の
條
に

　

皇
朝
平
蜀
の
後
、
此
ｅ
頴
は
路
、
要
津
に
富
る
を
以
て
申
奏

　

公
事
は
朝
廷
に
直
属
せ
し
む
。

と
あ
り
’

Ｏ
へ
甕
曜
合
蘆
監
一
足
扁
飴
卜
χ
、
ｋ
Ｆ
肛
ヽ
―
『
1
　
1
　
Ｕ
ｉ
.
^
m
-
>
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・
丙
寅
の
條
に

　
　
　

。
始
め
唐
及
び
五
代
の
節
鋼
皆
支
郡
あ
り
。
大
岨
湖
南
を
平
げ
、

　
　
　
　

始
め
て
潭
・
朗
等
の
州
を
し
て
京
に
直
属
せ
し
む
’
長
吏
自

　
　
　
　

ら
事
を
奏
す
る
を
得
た
り
。
其
の
後
、
大
懸
兵
を
屯
す
る
も

　
　
　
　

亦
京
に
良
属
す
る
者
あ
り
。
興
元
の
三
泉
是
れ
な
心
。

　
　

。
と
あ
る
の
は
そ
の
間
の
事
情
を
最
も
よ
く
傅
へ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　

要
す
る
に
三
泉
新
を
以
て
中
央
政
府
に
直
属
せ
し
め
た
め
轜

　
　
　

宋
代
の
狽
裁
政
治
の
狸
展
と
開
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
支
郡
を

　
　
　

慶
し
て
節
度
使
の
催
力
を
殺
ぎ
、
中
央
集
腹
を
行
は
ん
と
す
る

　
　
　

時
、
三
泉
新
も
そ
の
軍
事
的
要
衝
た
る
の
故
を
以
て
新
で
あ
り

　
　
　

な
が
ら
中
央
政
府
に
直
属
せ
し
め
ら
れ
た
。

　
　
　
　

一
服
宋
代
で
は
組
宗
刀
時
決
定
し
た
こ
と
を
使
更
す
る
こ
と

　
　
　

は
た
か
く
困
難
で
あ
る
。
組
法
は
子
孫
に
對
じ
て
細
大
た
る

　
　
　

模
試
を
以
て
拘
束
力
を
も
っ
て
ゐ
る
。
「
利
百
な
ら
ざ
れ
ば
法
を

　
　
　

易
へ
す
」
と
い
ふ
精
神
が
横
溢
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
三
泉
新
は

　
　
　

そ
の
ま
ｘ
螺
と
し
て
、
長
ら
く
中
央
政
府
に
直
属
し
て
ゐ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－
⑩

　
　
　

王
明
清
の
い
へ
る
如
く
、
三
泉
螺
を
陸
せ
て
軍
と
な
す
と
い
ふ

　
　
　

こ
と
は
組
法
に
背
く
こ
と
に
も
た
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

囚
み
に
宋
代
の
三
泉
新
を
軍
事
的
見
地
か
ら
考
察
す
る
た
め

Ｊ

　

に
は
ヽ
四
川
を
経
臍
的
ヽ
軍
事
的
モ
の
他
の
観
胞
か
ら
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
。
宋
代
に
於
て
ぽ
四
川
は
経
済
的
に
政
治
的
に

特
殊
の
政
策
が
施
行
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
王
安
石
も
四
川
に
對
し

て
は
特
殊
の
注
意
を
沸
つ
・
て
ゐ
た
。
宋
が
亡
ん
だ
の
は
蒙
古
軍

に
四
川
を
占
領
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
。
る
。
か

く
考
へ
来
れ
ば
営
然
四
川
の
も
つ
経
済
的
、
軍
事
的
、
地
理
的

地
位
と
狽
裁
政
治
と
の
開
係
の
問
題
を
歴
史
的
に
取
り
上
げ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
今
は
た
ゞ
結
論
の
み
を
述
べ
、
小
さ
な
問

題
。
を
小
さ
な
問
題
と
し
て
止
め
、
た
ゞ
大
き
な
問
題
と
の
開
聯

を
注
意
す
る
に
と
ゞ
め
た
い
。

【
補
註
】

　

の
甕
治
通
鑑
泰
二
七
三
、
後
唐
紀
同
光
二
年
十
月
辛
未
の
條
、
爾
註

　
　
　

に

　
　
　

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

節
饌
篤
會
府
。
巡
脇
渚
州
錫
叉

恥

　
　

と
あ
る
。
（
朱
子
語
類
倦
一
一
〇
論
兵
大
略
同
）
’

②
宋
史
巻
二
六
二
、
張
錫
傅

　
　
　

張
錫
。
扁
州
閑
話
人
。
梁
末
。
劉
君
鐸
任
桃
州
刺
史
。
祚
儒
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘
Ｉ
Ｉ

　
　
　
　
　

ｓ

　
　

Ｊ

　
　
　

事
判
官
。
棲
燧
耶
之
賜
郡
。

　
　

宋
史
巻
二
六
三
、
呂
翰
慶
傅

　
　
　

〔
後
周
〕
世
宗
。
嘗
饌
澄
洲
。
農
儒
鵬
郡
。

③
灸
治
通
鑑
巻
二
二
六
唐
紀
建
中
二
年
正
月
戊
辰
の
條
に

　
　
　

承
平
〔
節
度
使
。
〕
蒐
領
汁
・
宋
・
滑
・
毫
・
陳
・
頴
・
泗
七
州
。

　
　

と
あ
り
そ
の
胡
註
に
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此
軍
李
鍍
耀
後
。
永
軍
軍
所
領
巡
腸
也
。
按
代
宗
大
暦
七
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｒ

　
　
　
　

ｒ

　
　
　
　
　
　

ｆ

　
　
　

賜
滑
を
。
軍
琥
永
軍
。
十
一
年
。
平
李
鴬
耀
。
樹
領
宋
・
泗
二

　
　
　

州
。
十
四
年
。
噌
價
沁
・
穎
二
州
。
滑
毫
未
賜
軍
鶏
之
前
。
已

　
　
　

領
陳
州
。
共
七
州
。
‐

　
　

と
あ
り
、
又
同
書
巻
二
二
七
、
姥
中
二
年
八
月
の
條
に

　
　
　

苑
陽
節
度
使
朱
泗
。
将
討
李
惟
岳
。
軍
于
莫
州
。
張
孝
忠
将
精

　
　
　

兵
八
千
。
守
易
州
。

　
　

と
あ
り
、
そ
の
胡
註
に

　
　
　

易
州
政
徳
〔
軍
〕
巡
脇
。

　
　

と
あ
る
。
そ
の
他
通
経
註
に
は
至
る
處
に
巡
腸
の
語
は
散
見
し
て

　
　

ゐ
る
ｏ

④
唐
書
巻
六
六
方
饌
表
。

⑤
絞
灸
治
通
鑑
長
編
巻
四
二
。

　
　
　

〔
至
逍
三
年
〕
國
初
罷
節
鋼
統
支
郡
。
以
韓
運
使
領
諸
路
事
。

④
支
郡
を
中
央
政
府
に
直
腸
せ
し
め
記
記
載
を
綾
資
治
通
鑑
長
編
か

　
　

ら
抽
出
す
る
と
次
の
や
う
で
あ
る
。

　
　

〔
巷
一
’
一
統
徳
二
年
七
月
〕
己
丑
。
詔
。
階
成
二
州
並
直
隷
京
師
。

　
　

〔
巻
八
乾
徳
五
年
二
月
〕
甲
申
。
詔
慶
州
直
隷
京
師
。

　
　

〔
巻
八
乾
徳
五
年
三
月
〕
辛
亥
。
詔
商
州
直
隷
京
師
。

　
　

〔
巻
八
乾
徳
五
年
〕
五
月
庚
寅
。
詔
興
元
府
Ξ
泉
駆
直
叙
京
師
、
（
元

　
　
　

豊
九
域
志
巻
八
宋
朝
事
賞
巻
一
九
同
）

　
　

〔
巻
一
〇
開
完
二
年
十
月
〕
辛
卯
。
詔
諾
・
防
州
並
直
隷
京
師
。

　
　

〔
巻
一
一
開
完
三
年
三
月
〕
庚
午
。
詔
深
州
直
隷
京
師
。

　
　

〔
巻
一
一
開
賓
三
年
五
月
〕
丁
卯
。
詔
通
姓
軍
直
隷
京
師
。

　
　

〔
窃
一
八
太
平
興
國
二
年
八
一
丙
寅
〕
上
初
印
位
・
以
少
府
些
局
保
、

　
　
　

寅
知
懐
州
。
懐
州
赦
隷
河
陽
。
時
趙
普
恰
節
度
使
。
保
寅
素
具

　
　
　

普
有
隊
。
事
頗
認
普
所
抑
。
保
寅
心
不
能
手
。
手
疏
乞
罷
肺
銀

　
　
　

似
支
郡
之
制
。
‐
乃
詔
。
信
州
直
腸
京
。
長
吏
得
自
奏
事
。
於
是

　
　
　

銑
州
刺
史
許
昌
裔
（
昌
裔
未
見
）
訴
保
手
節
度
使
杜
審
進
閥
失
事
。

　
　
　

詔
右
拾
謐
李
満
〔
宋
會
要
作
幹
〕
（
満
未
見
）
往
察
之
。
酒
囚
言
。
節

　
　
　

度
価
支
郡
。
多
倅
親
吏
掌
其
闇
市
。
頗
不
便
于
商
買
。
滞
天
下

　
　
　

之
貨
。
望
不
〔
宋
會
嬰
作
下
〕
令
有
所
統
構
。
以
分
方
面
之
握
。

　
　
　

伊
奨
王
宝
。
亦
吸
翰
〔
宋
分
嬰
作
幹
〕
弱
枝
之
術
也
。
始
店
及
五

　
　
　

代
節
疾
皆
有
支
郡
。
太
祀
平
湖
南
。
始
令
潭
・
朗
等
州
直
腸
京
。

　
　
　

長
吏
得
自
奏
事
。
其
後
大
願
屯
兵
。
亦
有
直
腸
京
者
。
興
元
之

　
　
　

三
泉
是
也
。

　
　
　

戊
辰
。
上
納
満
言
。
詔
。
邨
・
寧
・
浸
・
原
〔
宋
會
要
此
下
有
沼

　
　
　

字
〕
・
郎
・
坊
・
延
・
丹
・
胱
・
参
・
襄
・
均
・
房
・
復
・
郊
・
唐
・
壇
・
震
・
宋

　
　
　

毫
・
耶
・
済
・
洽
・
徳
・
曹
・
旱
・
青
・
箭
・
党
・
折
・
貝
・
翼
・
滑
・
術
・
撲
・

　
　
　

深
・
趙
・
定
・
祁
等
州
。
並
直
脇
京
。
天
下
節
銀
無
復
領
支
郡
者

　
　
　

矣
。
（
按
此
時
已
霊
罷
節
銀
所
頷
支
郡
矣
・
面
責
蛉
。
興
國
七

　
　
　

年
五
月
辛
亥
。
又
書
。
詔
以
浬
州
直
腸
京
。
不
知
何
也
。
今
創

　
　
　

去
不
著
。
然
更
須
考
之
。
）
〔
宋
會
嬰
方
域
五
大
略
同
前
〕

⑦
長
編
巻
八
、
元
畏
九
域
志
巻
八
、
宋
朝
事
責
巻
一
九
は
三
泉
願
の

　
　

収
央
政
府
直
腸
を
平
蜀
の
後
二
年
印
ち
乾
徳
五
年
に
繋
け
て
ゐ
る

　
　

が
宋
史
巻
八
九
地
理
志
は

　
　
　

大
安
軍
。
中
。
本
三
泉
願
。
奮
脇
興
元
府
。
乾
徳
三
年
。
手
蜀

　
　
　

以
願
直
腸
京
。

　
　

と
乾
徳
三
年
に
か
け
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
蜀
を
平
ら
げ
仁
の
が
乾
徳

　
　

三
年
で
あ
り
、
そ
の
後
螺
を
以
て
京
に
直
属
せ
し
め
た
と
解
す
べ

-44-



291

　
　

き
了
の
る
Ｉ
。
か
Ａ
る
用
例
は
漢
文
に
屡
々
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ

　
　

で
あ
る
。

②
參
照
。
註
④
④

　
　

’
・

②
建
炎
以
来
襲
年
嬰
敵
営
（
六
は
揮
塵
前
録
の
文
章
を
引
用
し
７
ゐ

　
　

る
が
輿
地
紀
勝
巻
一
九
一
も
略
々
揮
産
前
録
ど
同
じ
で
あ
＆
ｏ
ｙ

⑩
宋
會
嬰
方
域
七

　

’

　
　
　

興
元
府
所
願
。
乾
徳
三
年
。
以
螺
直
隷
京
師
。

⑥
宋
會
要
方
域
七
。

　

‘
｛

　
　
　

斂
門
開
。
景
徳
三
年
。
以
剣
州
剣
門
噺
直
隷
京
。
以
兵
馬
監
押

　
　
　

主
之
。
同
寧
五
年
。
噺
復
隷
創
門
１
　
。
但
別
置
。

　
　
　
　
　

、

⑩
譲
史
方
輿
紀
嬰
巷
五
六
眺
西
五

　
　

宋
之
南
也
。
張
浚
請
治
兵
於
興
元
。
以
圖
中
原
。
上
疏
含
。
漢
中

　

－
。
形
勝
之
地
。
前
控
六
路
之
師
。
後
徐
雨
川
之
粟
。
左
通
荊
襄
之
財
。

　
　

右
出
秦
朧
之
馬
。
読
令
中
原
。
必
基
於
此
。
謹
稜
粟
理
財
。
以
待

　
　

巡
幸
。
趙
開
日
。
漢
中
之
地
。
後
可
嫁
肩
安
。
前
可
侍
両
息
。
牟

　
　

子
才
日
。
漢
巾
前
瞰
米
倉
。
後
蔽
石
穴
。
左
接
華
陽
黒
水
之
攘
。

　
　

右
通
陰
平
秦
朧
之
墟
。
黄
握
以
総
蜀
之
根
本
。
楊
洪
以
総
刎
之
咽

　
　

喉
者
此
也
。

⑩
蹟
吏
方
輿
紀
嬰
巻
五
六
、
腕
西
五
漢
中
府
。

　
　

府
北
瞰
。
開
中
。
南
駈
巴
冊
。
東
痘
襄
郵
。
西
控
秦
朧
。
形
勢
最
重
。

　
　

（
中
略
）
蘇
代
目
。
漢
申
之
甲
。
乗
船
出
於
巴
。
乗
夏
水
下
漢
。
此

　
　

言
奏
之
能
総
楚
鵬
也
。

　
　

同
書

　
　

紹
定
三
年
。
蒙
古
攻
金
。
以
鳳
翔
。
降
人
李
昌
國
言
於
蒙
古
目
。

　
　

金
人
遷
汁
。
所
侍
者
澄
間
黄
河
耳
。
若
出
賓
難
侵
漢
中
。
不
一
月

　
　

可
能
唐
郡
。
如
此
則
大
事
集
矣
。
蒙
古
従
之
。
途
入
大
散
。
破
鳳

　
　

州
・
陥
梁
洋
。
出
饒
鳳
。
浮
良
而
東
。
金
閃
以
亡
。
鎖
又
略
汚
利

　
　

諸
州
。
以
重
兵
屯
戊
。
宋
池
亡
川
蜀
之
牛
。

⑩
読
史
方
輿
紀
要
巻
五
六
賊
西
五
漢
中
府
、

　
　

春
秋
以
来
。
腸
楚
。
（
史
記
巻
五
秦
紀
孝
公
元
年
の
條
に
楚
白
こ

　
　

中
南
有
巴
餅
中
と
あ
る
）
敗
楚
篤
最
強
。
秦
不
能
雖
也
。

⑩
読
史
方
輿
紀
要
巻
五
六
険
所
五
良
中
府
。

　
　

秦
恵
文
君
十
三
年
。
攻
漢
中
。
取
地
六
百
里
。
置
良
中
郡
。
（
史

　
　

記
巻
五
秦
紀
）
而
楚
始
見
陵
於
秦
矣
。
（
中
略
）
斉
洛
王
謐
楚
懐
王

　
　

書
目
。
王
欺
於
張
儀
。
亡
地
漢
中
。
李
斯
日
。
憲
王
月
張
儀
之
１
　
。

　
　

市
取
漢
中
、
漢
中
誠
箪
地
矣
。

⑩
良
書
巻
三
九
蕭
何
傅
。
（
華
陽
國
志
巻
二
皮
中
志
同
）

⑥
宋
論
倦
一
四
。

⑩
読
史
方
輿
紀
要
‐
巻
五
六
賊
所
五
。
子
午
道
。

⑩
同
書
信
駱
道
。

⑩
同
書
褒
斜
道
。

＠
華
陽
國
志
巻
三

　
　

周
慣
王
五
年
秋
。
奏
・
大
夫
張
儀
・
司
馬
鮪
・
都
尉
墨
等
。
従
石
牛

　
　

道
伐
蜀
。
蜀
王
自
於
蔑
萌
拒
之
敗
績
。
王
遜
走
。
至
武
陽
。
燧
秦

　
　

軍
所
書
。
其
相
傅
及
太
子
。
退
至
逢
郷
。
死
於
白
鹿
山
。
間
朗
氏

　
　

逍
亡
。
凡
王
蜀
十
二
世
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

◎
順
陽
國
志
悠
七
劉
後
主
志

　
　

〔
建
興
五
年
〕
二
月
。
・
〔
諸
葛
〕
一
発
出
屯
良
中
。
普
汚
北
陽
平
石
馬
。

　
　

以
・
饌
北
暦
軍
魏
延
儒
司
馬
。
六
年
春
。
丞
相
亮
揚
犀
。
山
斜
谷
道

　
　

取
邨
。
使
饌
東
碧
軍
趙
雲
。
中
監
軍
部
芝
。
採
箕
谷
淫
疑
軍
。
魏
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大
翁
軍
曹
ａ
皐
衆
富
之
。
亮
身
串
大
衆
。
攻
祁
山
。
賞
罰
粛
而
狭

　
　

分
明
。
天
水
・
南
安
・
安
定
三
郡
叛
魏
座
亮
。
開
巾
響
鴬
。
云
云
。

⑩
頑
史
方
輿
紀
嬰
巻
五
六
賊
西
五
、
子
午
道
。

⑩
同
書
米
倉
盗
。

⑩
同
書
金
牛
盗
。

⑩
輿
地
紀
勝
格
一
九
一
利
州
路
大
安
軍
景
物
下
、

　
　

容
牛
銀
）
在
軍
東
六
十
里
。
昔
張
儀
司
馬
鎧
従
石
牛
道
伐
蜀
取
之
。

　
　

今
金
牛
鍋
之
西
・
猫
名
日
石
牛
疑
・

　
　

輿
地
紀
勝
格
一
九
一
利
州
路
大
安
水
景
物
上

　
　

泰
窓
王
謀
伐
蜀
。
｀
患
山
溢
政
。
作
石
牛
五
。
毎
且
置
金
於
牛
尾
。

　
　

刎
人
日
牛
糞
。
此
狗
信
之
。
泄
五
丁
収
牛
。
至
成
都
。
其
盗
泌
廣
。

　
　

秦
因
遺
服
俄
・
司
馬
鈷
。
従
石
牛
道
伐
劉
以
之
。
今
金
牛
饌
市
之

　
　

西
百
肴
歩
。
狛
呼
其
地
篤
石
牛
頭
。

⑩
罰
史
方
輿
紀
嬰
巻
五
六
賊
西
五
金
牛
痘
。

　
　
　
　

・

⑩
宋
會
嬰
方
域
一
Ｑ

　
　

元
豊
元
年
十
一
月
二
十
一
日
。
衛
尉
寺
丞
知
三
泉
脂
肪
黄
裳
言
。

　
　

本
脂
富
谷
梓
利
蜃
四
路
之
衝
。
昨
議
者
請
座
北
路
。
復
褒
斜
政
盗
。

　
　

以
減
程
騨
。
寛
良
申
楡
納
之
努
。
今
日
紋
之
。
燧
害
甚
於
前
日
。

　
　

詔
委
劉
恍
・
李
稜
同
比
較
。
既
而
恍
等
言
。
褒
斜
新
路
。
祀
興
州

　
　

菖
路
。
雖
名
城
幽
程
。
共
鋪
兵
涸
馬
。
皆
檜
於
荷
。
又
卒
亡
馬
死

　
　

和
聘
。
竹
吏
館
券
沿
路
。
亦
倍
奮
路
。
雖
胱
十
程
。
比
新
路
。
縫

　
　

逍
八
里
。
皿
多
畢
慢
。
新
路
雖
減
科
登
。
洋
州
枕
米
四
千
鎗
石
。

　
　

乃
移
撥
興
元
府
鳳
州
視
米
二
萬
銘
碩
。
今
若
行
河
池
蒋
路
。
疸
復

　
　

馬
迦
跡
官
舎
亭
騨
。
略
加
修
整
。
印
目
如
故
。
翁
可
減
河
池
雨
富

　
　

二
里
三
騨
心
詔
三
騨
不
減
。
鈴
並
従
之
。
初
三
泉
噺
之
４
牛
銀
。

　
　

有
東
北
雨
路
。
北
迦
院
西
秦
鳳
煕
河
京
西
諸
州
。
以
至
京
帥
。
東

　
　

皿
梁
洋
州
。
煕
寧
七
年
。
利
州
路
捉
貼
刑
獄
苑
百
旅
建
言
。
ほ
北

　
　

路
。
復
褒
斜
路
。
至
是
黄
裳
疏
其
利
害
。
下
恍
等
比
較
。
従
黄
裳

　
　

所
請
也
。
（
長
編
倦
二
九
四
、
大
略
同
前
）

⑩
宋
會
要
方
域
七

　
　

紹
興
七
年
閔
十
月
二
日
。
川
防
宣
撫
副
使
矣
珍
言
。
利
州
路
Ξ
泉

　
　

膳
北
至
興
州
仙
人
開
外
。
地
里
不
逍
。
東
接
梁
洋
一
帚
水
陸
衝
要
。

　
　

係
四
川
喉
襟
。
嬰
害
之
地
。
比
年
移
閣
外
諸
州
軍
馬
。
就
本
膳
屯

　
　

駐
。
人
別
事
物
大
段
繁
多
。
九
域
志
。
至
道
二
年
。
曾
陛
篤
大
安
’

　
　

軍
。
紹
興
三
年
六
月
内
。
宣
撫
處
置
使
司
。
已
将
本
膳
依
便
宜
。

　
　

陛
篤
軍
。
乞
依
已
行
事
理
。
従
之
。

⑩
寧
莞
州
志
巻
一

　
　

按
〔
察
莞
州
〕
幡
家
山
。
背
臨
氏
道
。
前
接
薩
萌
。
東
西
雨
漢
界
以

　
　

分
流
。
梁
盆
二
州
。
雄
狐
随
塞
。
賜
哀
汚
之
上
檄
。
常
巴
蜀
之
門

　
　

戸
。
故
蘇
氏
有
云
。
大
散
以
南
。
剣
門
以
北
。
中
間
幾
及
千
里
。

　
　

山
谷
糾
紛
。
険
随
相
錯
。
自
古
惟
波
高
出
陳
倉
。
郵
友
走
陰
軍
。

　
　

深
得
用
兵
之
意
。
蓋
謂
石
牛
逍
。
総
秦
司
娑
害
也
。
言
地
利
者
。

　
　

其
亦
究
。
心
於
此
哉
。
（
漢
南
綾
修
府
志
泰
五
同
）

　
　

寧
莞
州
志
巻
一

　
　

〔
亭
禿
州
〕
五
丁
開
。
州
東
北
四
十
五
里
。
山
姫
随
峻
。
中
間
一
線
。

　
　

由
滴
水
鋪
至
寛
州
鋪
。
瞼
路
二
十
里
。
其
絶
直
處
。
雨
面
石
壁
哨

　
　

立
。
高
接
雲
１
　
。
中
寛
不
過
ご
一
丈
。
澗
水
弼
漫
。
石
征
紆
折
。

　
　

行
人
ｗ
子
而
登
。
僅
容
一
人
一
騎
。
誠
天
瞼
也
。

　
　

又
參
照
註
⑩

　
　
　
　
　
　

、

⑩
首
五
代
史
泰
三
Ξ
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〔
後
唐
荘
宗
同
光
三
年
十
月
〕
戊
寅
。
西
征
之
師
入
大
散
開
。
伶
命

　
　

鳳
州
節
度
使
王
承
捷
。
放
饌
屯
駐
指
銀
使
唐
景
思
。
次
第
迎
降
。

　
　

得
兵
Ξ
萬
二
千
。
軍
儲
四
十
萬
。
叉
下
一
こ
泉
。
得
軍
儲
三
十
銘
萬
。

　
　

自
是
。
師
無
漑
乏
。
軍
犀
大
振
。
辛
巳
伶
興
州
刺
史
王
承
璧
。
成

　
　

州
剌
史
王
承
朴
。
棄
城
遁
去
。
康
延
孝
大
破
蜀
軍
于
三
泉
。
時
王

　
　

折
僣
幸
秦
州
。
以
其
軍
五
萬
。
屯
于
利
州
。
聞
我
師
至
。
忿
歩
騎

　
　

三
萬
。
逆
職
于
三
泉
。
延
孝
臭
李
巌
以
聚
騎
三
千
撃
之
。
蜀
軍
大

　
　

敗
。
斬
首
五
千
級
。
銘
衆
奔
潰
。
王
行
同
敗
。
自
利
州
奔
婦
成
ｙ
。

　
　

断
吉
柏
津
浮
梁
而
去
。
（
下
略
）

⑩
読
史
方
輿
紀
嬰
巻
五
六
胱
西
五
三
泉
皺
。

　
　

’

⑩
華
陽
國
志
巻
六
劉
涜
主
志
。

⑩
同
右

⑩
宋
史
巻
二
七
〇
溢
理
傅
。

　
　
　
　
　

’

　
　

建
隆
二
年
。
〔
泌
翔
〕
兄
坏
自
河
南
令
入
昌
吏
部
員
外
郎
。
復
以
瑶

　
　

認
洛
陽
令
。
兄
弟
迭
尹
赤
邑
。
時
人
梨
之
。
乾
徳
初
。
召
篤
倉
部

　
　

郎
中
。
蜀
平
。
命
知
知
三
泉
噺
。

⑩
輿
地
紀
勝
泰
一
九
一
大
安
軍

　
　

中
興
以
来
。
諸
将
屯
三
泉
。
以
護
蜀
口
。
以
噺
令
震
軽
。
奏
復
昌

　
　

軍
。
（
阿
紺
。
紹
興
三
年
。
敵
白
饒
風
開
入
薦
中
。
哭
埼
泄
劉
子

　
　

羽
統
諸
将
。
屯
三
泉
。
以
逐
蜀
口
。
以
詣
令
震
幅
。
常
昌
諸
将
之
。

　
　

所
凌
忽
・
民
受
其
害
。
豚
復
昌
軍
。
八
年
。
准
敦
隆
篤
大
安
軍
。

　
　

前
此
。
知
軍
厨
帚
知
三
泉
螺
事
。
至
紹
興
十
年
。
朱
虎
知
軍
事
。

　
　

名
始
正
焉
。
）

　
　

宋
史
泰
三
七
〇
劉
子
羽
傅
。
〔
劉
〕
子
羽
焚
興
元
。
退
守
三
泉
脂
。

　
　

従
兵
不
倫
三
百
。
奥
士
卒
取
草
牙
木
甲
食
之
。
疸
〔
矣
〕
珍
書
訣
別
。

　
　

（
中
略
）
灸
乃
間
道
會
子
羽
。
子
羽
留
灸
共
守
三
泉
。
金
人
深
入
。

　
　

貌
不
綴
。
又
腹
背
総
子
胴
・
玲
所
攻
。
死
傷
十
。
五
六
。
疫
病
且
作
。

　
　

誕
遁
去
。
子
羽
出
師
掩
撃
。
喰
渓
澗
死
者
。
不
可
勝
計
。
飽
兵
不

　
　

能
自
役
者
悉
降
。
（
中
略
）
始
金
人
攻
蜀
。
所
澱
士
卒
千
取
百
。
百

　
　

取
十
戦
。
被
重
鎧
。
登
山
攻
瞼
。
毎
一
人
前
。
幟
二
人
推
劣
後
。

　
　

前
者
死
。
後
者
被
其
甲
以
迦
。
又
死
則
又
代
之
。
其
篤
必
取
計
如
此
。

　
　

〔
張
〕
浚
雖
朗
師
卒
仝
蜀
。
子
羽
之
力
居
多
。
（
宋
史
巻
Ξ
六
六
臭

　
　

埼
傅
に
も
記
載
あ
り
。
）

⑩
絞
資
治
通
鑑
長
編
巻
五
ｔ

⑩
元
豊
九
域
志
巻
八
。

　
　

〔
三
泉
噺
〕
唐
隷
興
元
府
。
皇
靭
乾
徳
五
年
。
以
嚇
直
隷
京
師
。
至

　

‘
、
道
二
〔
隆
筝
集
巻
丁
二
作
三
〕
年
。
建
総
大
安
軍
。
仙
以
興
元
府

　
　

西
噺
隷
焉
。
三
年
。
唐
軍
鴛
噺
。
以
西
噺
還
奮
隷
。

　
　

建
炎
以
来
繋
年
嬰
録
巻
六
六
。

　
　
　

「
紹
興
三
年
六
月
発
丑
」
川
防
宜
撫
・
司
以
三
泉
瓢
総
大
安
軍
。

〔
附
記
〕
本
稿
を
草
す
る
に
常
り
、
學
友
北
山
康
夫
氏
の
「
北
支
那
の

　
　

戦
争
地
理
」
に
負
ふ
所
が
あ
っ
た
。
こ
ゝ
に
附
記
し
て
謝
意
を
表

　
　

す
る
次
第
で
あ
る
。
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